
   

 

 

 

 

 
 

 

ＳＤＧｓに取り組もう！   

Part 3 
 

◇ＳＤＧｓ目標１２「つくる責任つかう責任」と「エシカル消費」 

 つくる責任つかう責任（持続可能な生産と消費の形態を確保する） 

 つくる責任 事業者は原料の調達から生産、流通、販売、廃棄に至るまでのプロセスすべてに責任を負う 

（持続可能な生産）  

つかう責任 消費者は消費行動が未来に向けた投資であるとの意識を持って「持続可能性に配慮して提供され

た商品を購入する」    「エシカル消費」 

 

◇エシカル消費の配慮の対象と、その具体例 

人 障がい者支援につながる商品など 

社会 フェアトレード商品、寄付付きの商品など 

環境 エコ商品、リサイクル商品、自然や生物多様性を守る商品など 

地域 地産地消、伝統品、被災地支援品など 

動物福祉など 動物実験をしない商品、毛皮などを使っていない商品など 

 

◇商品の裏側を知ろう 

 チョコレートの裏側 

  原料の約７０％を輸入しているガーナのカカオ農園での児童労働 

 パーム油の裏側 

  世界で一番多く生産されていて、加工食品（ポテトチップス、アイスクリーム類、チョコレート、カップ麺 

  など）や石けん、洗剤などに多く使われている。原料のアブラヤシは、インドネシアやマレーシアの熱帯雨 

林を伐採して栽培されるため、オランウータンや象などのすみかが奪われている。 

 その他、コットン、コーヒー、衣料品、貴金属などの商品の裏側には、児童労働や過酷な労働環境、健康被害、

環境破壊など様々な課題がある。エシカル消費は、次の目標などに関わっています。 

 

 

 

                 

生産者の暮らしと生産地の環境に思いを馳せて商品を選ぶことで持続可能な社会に変えることができます。 

 

①  

                                       
  

  

                    

          

                

  

                                                   

消費者協会ニュース  2020 年 12 月 Ｎｏ．75   

く ら し ｕ ｐ な が の 

「消費者の 5つの責任」 編集と発行 

・環境への配慮責任 

・連帯する責任 

 

かわちながの消費者協会 

河内長野市消費生活センター 内 
ＴＥＬ ０７２１－５６－２３６０ 

ＦＡＸ ０７２１－５６－０７０１ 

・批判的意識をもつ責任 

・社会的弱者への配慮責任 

・主張し行動する責任 
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考えてみよう！！ 「地球温暖化」 
 

地球温暖化ってなに？ 

 世界の平均気温が上がっていくことを地球温暖化といいます。 

地球には大気があり、その大気の中に水蒸気、二酸化炭素、メ 

タンガスなどの温室効果ガスと言われる気体があります。そのた 

め、地球の平均気温は約 14℃と生物が暮らしやすい温度に保たれ 

ています。 

 ところが今、これまでの 130年間に世界の平均気温は 

約０.８５℃上がりました。 

 また過去 100年間の気温の上昇率を比較すると、大阪は世界全 

体や日本全体よりも速いスピードで気温が上昇しています。 

世界：100年あたり 0.73℃上昇 

日本：100年あたり 1.19℃上昇 

大阪：100年あたり 2.0℃上昇 
 

なぜ温暖化になるの？ 

 地球温暖化におよぼす影響が最も大きい温室効果ガスは、二酸化炭素です。二酸化炭素は私たち人間が石油 

や石炭を燃やして電気を作ったり、ガソリンで車を動かしたりすることによって大量に出てきます。その結果、 

人間のくらしが便利で豊かになる一方で地球温暖化が進んできました。 
 

温暖化が進むとどうなるの？  

 北極海の氷が溶け、気候にも大きな変化が出ます。海面が上昇し海に沈みそうな島もあります。また海水が町

の方に流れやすくなり、洪水や高波が起こった時に多くの被害が出ます。そして集中豪雨や干ばつ、台風の大型

化、異常気象も起こりやすくなります。 

 

日本では真夏日、猛暑日が増え、2010年には熱中 

症による死亡者数が過去最多となりました。 

また気温の上昇で米が白く濁ったり割れたりし、 

果物では日焼けしてうまく色づかずに品質が低下し 

ています。 

現在、二酸化炭素排出を減らす取り組みが世界中 

で進められています。しかし現状を上回る対策を取 

らない場合、21 世紀末の世界平均気温（2081年～ 

2100年の平均）は基準年（1986年～2005年）より 

も最大で４．８℃上昇すると言われています。 
 

どう対応すればいいの？ 「緩和」と「適応」 

 まずは温暖化ができるだけ進まないよう、温室効果ガスの排出を減らす取り組みが大切です。電気などのエネ

ルギーを使う量を減らしたり、自然エネルギーに変えたりして、二酸化炭素を出さない社会に変えていくことが

必要です。この考え方を「緩和」といいます。おうちでできる省エネ対策（エアコンの設定温度、ごみの分別、

食品ロス削減など）もたくさんあるので身近なところから始めましょう。 

まずは「緩和」を進めたうえで、将来の発生が予想される気候変動の影響に備え、その被害を回避し、または

和らげ、もしくは有益な機会として活かしていくことが必要になります。この考え方が「適応」です。 

「適応」については次号に掲載する予定です。 
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（出展：IPCC 第 5次評価報告書 環境省ＨＰより）  

  

気候変動のリスクが高くなる   

（出展：IPCC 第 5次評価報告書 環境省ＨＰより）  

海面上昇 

異常気象 

生態系への 

悪影響 

作物収量へ
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悪影響 



新型コロナウイルス対策 

身の回りを清潔にしましょう！ 

 

 

 

● 手洗いを丁寧に行うことで、十分に 

ウイルスを除去できます 

● 流水と石けんでの手洗いができないとき 

には、７０％以上のアルコールで消毒 

しましょう 

 

     

 

● 濃度 0.05％に薄めた上で、拭くと消毒が 

できます 

● 家事用手袋を着用し、換気をしましょう 

● 手指の消毒には適していません 

● 噴霧は絶対に行わないでください 

● ハイター、ブリーチなどの製品に作り方や 

注意事項を表示しています 

 

 

 

● 手指に使用してもよい商品なのか、希釈 

して使用する商品なのか等、広告や表示 

をよく確認しましょう   

 

 チェックポイント 

☑使用方法 ☑有効成分 ☑濃度 ☑使用期限 

※商品の購入の際には、必ずこの 4点をチェック 

 するようにしましょう。 
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石けんやハンドソープを使った丁寧な手洗いを行う 

手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、家庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸 

ナトリウム）を薄めて拭いた後、水拭きをする 

除菌や消毒をうたう商品は、成分や使用方法などをよく確認する 

家庭用塩素系漂白剤 

（次亜塩素酸ナトリウム） 



高齢者の転倒事故に注意しましょう！ 
 

ー転倒事故の約半数が自宅で発生していますー 

 

転倒によるけがは「頭・顔・首」の「擦過傷、挫傷、

打撲傷」が多く、次いで「脚・足」の「骨折」も多く、

骨折をした高齢者の７６％が入院が必要となってい

ます。 

高齢者の自宅内での転倒事故には、下記のような特

徴があります。 

 

 

 

■浴室・脱衣所 ■庭・駐車場 ■ベッド・布団 

■玄関・勝手口 ■階段 

 

 

■滑る ■つまずく ■ぐらつく ■引っ掛かる 

■ベッド等からの移動時に 

 

事故防止のためのアドバイス 

（１）個人に合った適度な運動を続け、体の機能の低

下を防ぎましょう。 

（２）浴室や脱衣所には、滑り止めマットを敷き 

ましょう。 

浴室以外の場所では、スリッパやサンダルなど

は、脱げやすいもの、滑りやすいものは避けま

しょう。 

（３）寝起きや夜間のトイレなどで、ベッドから起 

き上がるときや体勢を変えるときは慎重にし

ましょう。 

（４）段差のあるところや階段、玄関には、手すりや

滑り止めを設置しましょう。 

また足元を照らすランプや段差解消スロープ

を増やす方法もあります。 

（５）電源コードが通り道にこないように、電気製品

を置きましょう。 

床にはなるべく物を置かないようにするなど

整理整頓して生活の場を整えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内長野市はコロナ差別を決して許しません 
 

新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束の兆しが

見えません。この感染症を完全に防ぐことは難しく、

誰もが感染者や、濃厚接触者になる可能性があります。 

一方で感染者や医療・介護従事者、その家族などに

対する差別や偏見、誹謗中傷など、人権を侵害する出

来事が報道されています。 

河内長野市では「新型コロナウイルス感染症に関連

した差別は決して許さない」との強い決意のもと、今

後も市民一人ひとりが力を合わせ、思いやりとぬくも

りのある、人権が尊ばれる心豊かなまちづくりを進め

ることを宣言しました。 

 

河内長野市・河内長野市人権協会共同宣言 

「新型コロナウイルス感染症に関連した 

差別を許さないまち宣言」 

 

１．互いに認め合い、思いやり、市民全員で感染 

症に打ち勝ちましょう！ 

２．正しい情報と知識による冷静な行動で人との 

つながりを大切にしましょう！ 

３．生活を支えてくれるすべての人たちに感謝し、

応援しましょう！ 

令和 2年 10月 16日 

 

あとがき 
 

2020年も残りわずかとなりました。 

今年は新型コロナウイルス感染症が世

界中に感染が拡大し、その収束が見えない

今、手洗い、マスク着用を行うことは勿論

のこと、自分の行動に責任を持つことが大

切です。 

今こそ一人ひとりが工夫しながら力を

合わせ、困難を乗り越えていきましょう。  

 

転倒事故の発生場所 

 

転倒事故の状況 
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